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（協議経過） 

１ 開会  

○中沢事務局員  

皆さん、こんにちは。時間になりましたの

で、ただいまより、令和６年度第２回足立区

地域自立支援協議会相談支援部会を開催いた

します。本日は暑い中、また天候が不順な中、

お忙しい中ご出席いただき、ありがとうござ

います。進行を務めさせていただきます、障

がい福祉センターの中沢と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

協議に先立ちまして、何点かご案内させて

いただきます。まず、会場ですけれども、本

来５階でご案内させていただいたところ、こ

ちらの研修室３に変更させていただきました。

ご協力ありがとうございます。本日は意見交

換会という形を中心に時間を取ることを考え

た時に、意見交換の場がしやすい部屋のスペ

ースとしてこちらに変更させていただきまし

た。というのが変更の理由となります。ご協

力ありがとうございます。 

この自立支援協議会については、部会の発

言、会議内容及び発言者名などについて、後

日、会議録をホームページに公開いたします。

議事録作成のため録音をさせていただいてお

りますので、引き続きご協力お願いします。 

合わせて傍聴席も用意しているのですが、今

回は傍聴の方がゼロです。今、傍聴席で座っ

ている２人については、事務局になります。 

本日ですが、親の会の山田様から、ご欠席の

連絡を受けております。事務局の連絡として

は以上となります。 

それでは、開会に先立ちまして、当センター

所長、山本より挨拶をお願いいたします。 

 

（１） 障がい福祉センター所長挨拶 

○山本委員  

皆さん、こんにちは。障がい福祉センター

あしすと所長の山本でございます。この相談

支援部会、前回７月１１日に引き続きまして

の第２回目となります。当時と同じく、厳し

い暑さの中でのご出席ありがとうございます。 

今回は相談支援従事者の資質向上の取り組み

についてということで、事前にアンケートも

お送りさせていただきましたが、それについ

て話し合いの方、よろしくお願いしたいと思

います。 

この場をお借りして、台風のお話をさせて

いただきたいと思います。今、台風１０号の

報道が連日のようになりまして、この後どう

なるのか、関東には９月１日あたりなのか、

そういうところがありますので、皆さん備え

をお願いしたいと思いますが、前回台風７号

の時は、足立区は８月１５日と１６日に、避

難所を４カ所開設いたしました。中川とか綾

瀬川で、もしかしたら洪水があるかもしれな

いということに備えてでした。実際には被害

等ございませんでしたが、４カ所に合計で８

名の方が避難されてきました。こういった避

難情報等は、事前に広報物とかではお知らせ

できませんので、何か放送とか電子情報をキ

ャッチしていただいて、身の安全の方を皆様

よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございますが、最後までどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○中沢事務局員  

それでは、次第に沿って進めてまいりたい

と思いますので、議事に入らせていただきま

す。ここからは部会長の小杉様から進行をお

願いしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
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２ 議事  

（１）相談支援従事者の資質向上の取り組み

について 

○小杉部会長  

皆さん、こんにちは。議事の進行を引き継

ぎさせていただきます。改めまして、成仁病

院の小杉と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

第２回の相談支援部会ということで、テー

マは相談支援従事者の資質向上の取り組みに

ついて、皆さんにも共有資料を事前にご記載

いただいたかと思います。ご協力いただきま

してありがとうございます。 

前回の部会で、なかなか皆さんのお声を全

員から拾い上げることができませんでした。

今日は、皆さんの声をなるべくたくさんお聞

きさせていただく時間を設けておりますので、

テーマは資質向上ということですが、いろん

な取り組みのことですとか、ご意見ご感想が

あれば、どんどん出していただければと思い

ますので、どうぞご協力お願いいたします。 

早速ですが、前回の振り返りをまずさせて

いただきたいと思っておりまして、毎度で大

変恐縮ですが、事務局の方からご説明いただ

ければと思います。 

 

○中沢事務局員  

今回の議題の相談支援部会の重点課題の一

つでも挙げさせていただいております、相談

支援従事者の資質向上について、意見交換を

進めていきます。なぜこのテーマなのかとい

うところを共有する意味で、資料を用意しま

した。これからの議論の最中に一度ご覧にな

っていただければと思います。 

確認も含めて資料の説明を、こちらから少

しさせていただきます。２回目ではあります

が、もう一度今後の活動について検討する前

に、自立支援協議会とはというところから、

簡単に説明させていただきます。 

協議会の方は、２年を１つとして運営して

いまして、１年で３回という形になりますの

で、このメンバーで話し合いできる時間は、

２年間で６回になります。ですので、そのう

ちの２回が終わって、今日も入れて部会の中

でどういった話をしていくか、非常に密度の

濃い、開催が少ない中で、どういった話をし

ていくかっていうところがとても大事になっ

てくると思います。 

次に協議会で大切にしていることをお話し

します。何よりも協議会の主役は地域に関わ

っている当事者、ご家族様に対してどういう

サポートができていくかというところが始点

になると思います。 

それを支える皆様や参加している皆様と、

どれだけ共通認識が必要か、というところが、

共通の目的で大切にするところです。情報の

共有というところで考えると、やはりここに

書いてあるとおり、参加者から聞いて、実際

の個別事案から、地域の状況や地域課題を集

め、共有するということですので、皆さんか

らの日々抱えている部分からの声をどれだけ

大切にして、それを集めていくかというのが、

大切なのかなと思います。こちらが知識を情

報発信するのが主体ではないというように捉

えています。 

そういったところで何よりも、地域の関係

者によるネットワークの構築、皆様それぞれ

職種や立場が違いますので、そういった皆様

で共有できるということが、大きなポイント

だと思いますし、そういった部会にするため

に、話し合いをどのように進めていくかとい

うのは、事務局も含めて本当に模索しながら

です。どれが正しい答えというのはない中で

進めていくものですから、ぜひそのあたりは

皆様の声を大切にしながら、いい方向に持っ

ていきたい、皆様と一緒になって作り上げて
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いきたい、というところも改めて大切にして

いきたいと思います。 

次に、具体的に相談支援部会の目的、重点

課題というのは、最初に記載させていただい

たとおり、先ほどとかぶるところがあります。

障がい者が地域で安心安全に生活を送るため

に、必要な存在に関わる諸課題を検討、整備、

自立させる中で、具体的な３点、この部分を

次のページで整理させていただきます。 

先ほどの重点課題と昨年度の取り組みを、第

一回目で話をしたところと少し被ってしまい

ますけれども、もう一度させていただきます。 

まず、昨年度の取り組みまでの中で、何人か

の皆様は昨年度からご協力いただいています

が、地域の強みと課題の抽出を中心に、社会

資源のマップや、相談先の一覧の作成と、一

定の成果はできたと思います。ただ、まだま

だ充分に活用されないところがたくさんあっ

て、「相談ってなかなか難しいね」というと

ころと、その「見やすくするためには」とい

う所で、四つのキーワードが検討課題として

残していると思っています。 

IT化、つながりやすい相談、横のつながり、

相談者の質の向上、こういったところが課題

として挙げられています。 

前回の相談支援部会でもご説明した部分と

重なるのですけれども、携帯端末を活用した

ツールの利用検討や、デジタル情報系のツー

ルなどを用いて、どこにどういった支援があ

るのかをわかりやすくすることについて、こ

れはかなり皆様に具体的に検討していただき

ました。まず大事なのは、これをそのまま知

らないふりにならないように、引き続き積み

上げた成果として検討していくことが大事だ

と思っています。 

その点につきましては、第１回で説明した

とおり、障がい福祉課の方でそこの部分を引

き受けていただき、現在も検討は進めている

と聞いています。まだまだ皆様に具体的に説

明できる段階には至ってはいないようですが、

前回まで事務局をしていた佐々木の方を中心

に、そのあたり意識して進めているようです

ので、いい形の成果として公表できるような

機会が、またこの後の機会でいただければ非

常にありがたい場になるかなと思っています。 

次に、つながりやすい相談窓口というとこ

ろで、足立区につきましては、今年度新設さ

れた福祉まるごと相談課を通じた重層的支援

の体制について、前回大きな評価をいただき

ました。さらに、本日も参加していただき、

障がいを超えたところでの重層的支援、そう

いった視点のところを、この部会の中でもご

協力いただけるというところで、継続できる

と考えています。 

次に、各種団体との連携があります。横の

つながりの強化といった先ほどの３のところ

です。 

足立区としてこの相談部分を考えますと、

既に足立区相談支援事業所ネットワークとい

うところが活動としてさせていただいていま

す。区内の相談支援事業所の相談支援専門員

が集まりまして、月に一回程度、さまざまな

情報共有や職員のつながりっていうものは、

引き続き機能して進めています。 

あわせて、その中でも足立区からの情報発

信というわけですが、チームという言い方を

していますが、相談支援専門員の中でも中心

的な役割を担う主任相談員さんを中心に、こ

の内容についての検討にもご協力いただいて、

一緒になってマッチングという形で、進行と

運営の方についても行わせていただいていま

す。 

こういったものはあるのですけれども、や

はりネットワークを作って、そこからどうす

るかっていう意味合いも含めて、障がい分野

の周りの検討も必要ですよね、というのが前
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回の話し合いでもありました。それがあるか

らこの話は大丈夫っていうことではなくて、

やはりここの部分をどういうふうにより広げ

ていくかというのも、必要な部分として検討

が必要と考えております。 

そして今回、相談支援従事者の質向上の取

り組みについてですが、まず、相談者の質の

向上。当事者さんがいて、その相談を受ける

相談者、その中でも相談支援専門員の役割と

いうのが非常に近年重要視されています。 

サービスを設定する目的として、もう一方の

協議会でもあります、足立区の障がい者ケア

マネジメント評価会議というところで、昨年

度検討を行わせていただきました。足立区に

おける相談支援のモニタリング検証として、

中心となりうる相談支援専門員の質向上、人

材育成、そういった視点でさまざまな意見が

出ました。まだまだ難しい、検討の継続が必

要な状態という形になっています。 

あわせて、次の参考資料と書いてあるもの

ですが、私たちが目指す相談支援専門員の姿

という表示になっておりますけれども、これ

は通常、国が相談支援従事者を育成する際に

提供する資料となります。ここでもさまざま

な視点において、育成とかの取り組みという

形がコンパクトに取りまとめられていますの

で、これも参考になるかと思いまして、提供

させていただきました。 

こういったところを再度説明させていただ

いた上で、今年度、今回からのテーマ、その

中でまず、相談支援している方としては、計

画相談支援の相談員、この中にはたくさん参

加いただいています。それと、日頃地域で相

談対応されている方。より近いご家族の当事

者といったご家族の視点でご意見をいただけ

る方。そういった形で非常にさまざまな視点、

さまざまなご意見がいただける形で相談支援

部会は構成されています。 

そしてその中で、相談支援専門員の資質向上

に向けて、まずはこうやりがいを持って支援

を継続していくための考え方というのを、さ

まざまな立場の皆さんにだからこそ、言って

いただけることが多いのではないかと思って

います。 

そういったものについて、評価や指導的視

点ではない、サーポーティブな仕組み。ここ

は非常に難しいところではあるのですが、や

はり今までの受動的な関係で言うと、どうし

ても指導評価という視点で関わるということ

が、どうしてもあったのですが、これからを

考えると、そうではなくて、いかに背中を押

していくか、一緒に歩けるかっていう形のサ

ポーティブな仕組み作り、というのを持った

上で、それをどういうふうに具体的に、指標

となるその素材を皆さんからたくさんいただ

けると、非常に嬉しいかなと思い、このテー

マでまずはご検討いただけないでしょうか、

というご提案をさせていただく次第でありま

す。 

基本的に人と人で関わるころから始まらな

いない仕事ですので、できないってことを言

うのは簡単なので、マイナス的な視点で評価

をしてしまうということは簡単なのですけれ

ども、そうではなくて、「できること」、「で

きていること」っていうのをプラスで捉えて、

誰々さんができている支援というものが、そ

の人しかできない支援を共有すればすごくプ

ラスになるわけです。 

そういったプラスになる視点として、どうい

ったご意見とか、どういうものが作れるかっ

て、理想を言えば簡単なのですが、話し合う

となると決して簡単なものではないと思って

います。皆さんのお力をかければ、そういっ

たところの指標となるものの素材をたくさん

いただけるんじゃないかなと思っております。 

そういったところでたくさん意見をいただ
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いたら、少しでもより良い支援、それを支え

る相談支援、その人たちの背中を押すような

ご意見をいただきながら、指標となるような

ものを作れればいいかなというご提案をさせ

ていただいて、今回は相談支援部会について

も始まりとさせていただければと思っており

ます。私からは以上になります。 

 

○小杉部会長  

丁寧な説明ありがとうございました。 

ここから先は本当にフリーハンドの形にな

りまして、皆さんの意見をたくさん頂戴する

時間にしたいと思っているのですけれども、

テーマの方が、相談支援従事者の資質向上の

取り組みについてということで挙げさせてい

ただいたのですが、これは本当に私の強い希

望もありまして、このテーマでぜひやってほ

しいということでこのテーマを取り上げてい

ただきまして、本当にありがとうございます。 

理由もしっかり説明させていただいたかと思

うのですけれども、やはり支援者支援という

形で、いろんなツールができたりですとか、

福祉まるごと相談課ができたりとか、体制整

備が進む中ですとか、あとは相談支援ネット

ワーク、つながりをしっかり設けるとかです

ね、そういったアプローチもしっかりできて

いるのですけれども、じゃあ自分たち自身の

相談支援が本当に適切にできているのかなっ

ていうのを考えた時に、実はあんまりこう振

り返って、できてないのではというのが私の

中で強い疑問がありまして、やっぱり自分自

身がしっかり個人として、相談支援が適切に

できるようになるような地域づくりが必要な

のではないかということで、今回テーマとし

て挙げさせていただきました。 

その中で、事前に宿題みたいな形で、共有資

料ということで皆様、事前に作成してきてい

ただいているかと思います。テーマを３つほ

ど挙げさせていただきまして、「ご所属の成

り立ちや主な業務を教えてください」、「ご

相談にあたって大切にしていることを教えて

ください」、「相談者の資質向上に向けて必

要だと思うことを教えてください」、という

３つのテーマで事前準備いただいているかと

思います。この３つになっているのですが、

それ以外でも何か気になっている部分や、ご

意見ご感想があればぜひお願いしたいです。 

発表の順番ですが、いつもスタートで大変

恐縮ですが、中出委員からお願いしたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。時間が４時までたっぷりご

ざいますので、自由に使っていただいて構わ

ないと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

 

○中出委員  

あいのわ相談センターの中出と申します。

よろしくお願いします。 

主な業務と活動内容というところなのです

が、コーディネーターの利用者の方を中心に、

障害者の方の計画相談支援を担当しておりま

す。主な業務としては、サービス利用に合わ

せたアセスメントとかモニタリングというと

ころですね。それが主ではあるのですけれど

も、その他、日常の困りごとだったり、あと

は緊急の場合の相談支援というものを行って

おります。 

あわせて、同法人の中だけだと、サービス

が整っているとはいえない状況でして、もち

ろん法人の他の担当もしていますし、いろん

な事業所に関わっておりますので、モニタリ

ング等の場を借りて、状況確認をしたりとか、

ヘルパーからの支援を受けているところと確

認したりとか、あとは法人に訪問して、どん

な状況でサービス受けているのかなとか、そ

の時のご本人さんの機嫌とか表情だとか、そ
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ういったところを見て回りながら、事業所見

学も含めて、把握するというところに努めて

います。 

続いて２つ目、３つ目と続けます。相談支

援を受けるにあたって大切にしていることっ

ていうところなのですけど、２つ目の所です

ね。 

相談される側が「聞いてほしい」というこ

とと、私たち相談支援専門員が「聞き取りし

たい」っていうところが違う時がある。そこ

をいつも棲み分けしながらアセスメントを実

施するようにしています。 

棲み分けしながら出していって、今担当し

ている方は日常生活が送れないほど課題があ

るとか、そういったことじゃなくて、大半の

方がありがたいことにサービス利用が概ね安

定している状況にあります。なので、今は安

定しているのだけど、この先こんな課題が出

てくるんじゃないかなとか、こんな心配があ

るんじゃないかなっていうところで、生活課

題の抽出ができるだけできるように努めてい

ます。そこが大切にしている部分です。 

３つ目の、資質向上に向けて必要だと思う

ことというところで、私たち相談支援専門員、

プロとしてもちろんやっているつもりではあ

るのですけれども、相談支援専門員にも経験

の差っていうのが、ばらつきあると思います。

できるだけ様々なケースに触れて、本当に経

験していることっていうのが必要だなと、私

自身経験してきて思うところです。 

けれども、すべてのケースがいつもスムー

ズに綺麗に解決するっていうところは難しい

です。なので、それをすべて丸く収めるって

いうのは、相談支援専門員として期待されて

しまうと、とても重いなと正直思うところが

あります。新しく担う相談支援専門員の方た

ちも、気持ち的にやる前から消極的になって

しまったりするのではないかというふうに、

そこの部分がちょっと心配されるところです。 

なので、相談支援専門員に求められる役割、

すごく広いというのはもちろんわかっている

のですけど、関わる関係者や、関係機関との

つながりとか、様々なところとの協力という

のを、皆が一丸となって相談支援提供できる

といいのかなというふうに感じるところです。

以上です。 

 

○小杉部会長 

ありがとうございます。そうですね。話が

逸れますけれども、中出委員の方が、相談支

援事業所ネットワークの中でコアチームとい

うものを進めているかと思うんですけれども、

活動の内容とかを少しご説明いただけません

か。 

○中出委員 

コアチームです。コアチームとしても、足

立区内の事業所３０から３３ぐらいですかね、

事業所に所属する相談支援専門員の資質向上

と、あと横のつながりっていうところを目的

として活動しているかなと思うのですけれど

も、そこで私もできるだけ参加しながら、他

の支援専門員さんがどんなふうに活動してい

るのかなというところを、他の方の役割を知

ったりとか、状況を知ったりとか、それを受

けてお話も参考にして実践してみたりとか、

そういうところで活かせるかなと思うところ

と、コアチームとしては、できるだけ横のつ

ながり、どれだけ毎回多くの参加があるかっ

ていうところを、注目されるテーマと考えな

がら活動しているかなと思います。 

 

○小杉部会長 

ありがとうございます。相談支援事業所ネ

ットワークが開催されているっていうことは、

皆さんよくご存知かと思います。実はコアチ

ームというのがありまして、相談支援事業所
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ネットワークの運営も、事務局任せではなく

て、私たち自身がもっと参加をしていただけ

るような会議にしたいという思いがありまし

て、事前にネットワークの連絡前に集まって、

こういう企画がいいのではないかなとか、い

ろいろ試行錯誤しております。実はこういう

活動をしておりますので、ご案内させていた

だきました。中出委員、ありがとうございま

した。 

○石井委員 

すみません、私からではないのですけど、

部会長、もし皆さんが相談員の方で、ここで

発言される時に経験年数を言っていただける

と、理解が深まるのですよ。難しいことでは

ないですね。それと、所属している相談員の

組織に何人ぐらい相談員がいるか、それと、

主任相談支援専門員という方もいらっしゃる

って聞いているのですけど、経験年数と何人

ぐらいその事務所にいらっしゃるのかってい

うのを、ちょっと付け加えていただけると、

理解が深まると思います。 

 

○中出委員 

石井委員から依頼がございましたので、お

願いします。 

私自身は相談支援専門員６年目になります

ので、今現任の相談支援専門員として従事し

ています。事業所内にはもう１名職員がいる

のですが、今まだちょっと相談支援の研修を

受けられてないので、実質活動できているの

は２名といった形になります。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございます。どんどん皆様に出

していただけるとありがたいので、ぜひ途中

で、気になった部分とかがあれば、どんどん

声を出していただければと思いますので、お

願いします。 

続きまして、岡野委員、お願いします。 

 

○岡野委員 

足立区肢体不自由者父母の会から来ました、

岡野と申します。 

足立区肢体不自由者父母の会は、昭和 34年

3月 25日に、肢体不自由者の福祉共振、会員

相互の親睦啓発、並びに各種研修会の実施を

目的のために設立された組織です。子どもの

障害は主に肢体不自由児者、医療的ケアの必

要なお子様や加齢による二次障害など、重度

重複の方や、いろいろ多様化されています。 

主な活動内容としては、月一回程度の定例

役員会、年一回の定期総会、交流会を、障害

者福祉会館において開催しています。また、

足立区への予算要望の提出や、足立区主催の

さまざまな会議に会員役員が委員として出席

しているのが活動内容です。 

相談を受けるにあたって大切にしているこ

とということですが、私は身体障害者相談員

としてだいたい６年目ぐらいですが、ここに

いらっしゃる皆様の専門職としてやっている

わけではなくて、肢体不自由児者父母の会の

方からの要請によって、ご自宅に伺ったり、

身体のことに対する相談をしに来てくださる

方の相談を受けているという感じです。 

全く福祉に繋がってない方や、「どこの病

院に行ったらいいのか」とか、「障害者マー

クを手に入れるにはどうしたらいいのか」と

いう、本当に初歩の段階の相談の方がみられ

ているところです。体のほうも、普通の状態

の方も多くて、「これからこういうふうに歩

くのがどんどん不自由になっていっているの

だけど、どこの病院に行ってどういうケアを

していたらいいのか」とか、そういったとこ

ろの相談を受けていることが多いです。 

そこにあたって、全く情報のないところで

の相談なので、まずは親身に相手の方の話を
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丁寧に受け止めて、なるべくゆっくり相談者

に寄り添った傾聴を大切に、その日はお話を

聞くようにしています。 

３番目の、相談者の質向上に向けて必要な

ことということですが、私がこの何年かやっ

た中で、やはり社会資源を含めて、いろいろ

な福祉制度の知識が必要だなというのは感じ

ます。相談支援するときに、ガイドブックを

用意するのですが、分からないこととかも多

いので、またアップグレードされることも多

くあると思うのですね。そういうことをこれ

からもちゃんと学んでいきたいなということ

は思います。本当に福祉の知識はこういうと

ころで必要だと思います。 

最後に、私は相談をする側の立場を経験す

ることがものすごく長いです。子供が肢体不

自由児で車椅子を使っていますし、知的障害

もかなり重度があります。小さい時から本当

にいろんな福祉の方に相談してきて、色々な

アドバイスを受けてきているのですけれど、

嫌な思いをしたことが全くないですね。 

うちは相談を受けに行くと、やっぱり色々と

的確にアドバイスしてくれますし、必要がな

いなという言葉でゆっくりする時もあって、

本当に皆さん丁寧に優しく対応してくださる

ので、福祉事務所だったりとか区役所だった

りとか、またいろんな病院に行った時に、な

んか嫌だなとか、そういう思いをしたことが

全くないので、皆さんの活動がとてもありが

たいと思います。私もこういう相談支援にあ

たって、皆さんのように本当に丁寧に話をち

ゃんと聞ける人になりたいなと思います。以

上です。 

 

○小杉部会長  

どうもありがとうございました。また、相

談する側の立場としても長らくということで

したので、そこからの視点で、相談する側の

人間に何を期待されているのかなとか、こう

いうところをしてほしいなとか、そういうご

意見があればよろしくお願いいたします。 

中村委員、お願いいたします。 

 

○中村委員 

足立区精神障害者自立支援センターふれん

どりぃの中村と申します。よろしくお願いい

たします。 

ふれんどりぃは、平成 10年に発足しており

ますが、その当時は足立区立ということでし

たが、平成の 20年４月から足立区から委託を

受けまして、社会福祉法人あしなみが現在は

指定管理を受けまして運営しているというこ

とになります。 

私が、相談支援の事業所、その自立支援セ

ンターに異動してまいりまして、計画相談を

やり始めたのは今年の４月からでして、まだ

１年目というところになります。それまでは、

同じく社会福祉法人あしなみが運営していま

す、就労継続支援 B型事業所の方にずっとお

りまして、そちらは 25年ぐらいになるかと思

います。 

ふれんどりぃの方は事業が２つございまし

て、１つが地域活動支援センターI型事業で、

こちらの方は一般相談で電話とか面談の相談、

それからあとはプログラムをやっておりまし

て、ヨガですとか、アトリエ、パン作り、カ

ラオケですとか、語ろう会とかっていうこと

で、皆さんのお話をする会とか、それから特

別講座もいくつもありまして、ヤクルトさん

に来ていただいて腸活講座とか、資生堂さん

に来ていただいてビューティー講座とか、皆

さんが興味を持って来て、きっと外に出よう

かなって思ってくださるようなプログラムを

実施しております。 

それから、あとはフリースペースがござい

まして、皆さんの自由にできる場所。それか
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ら、シャワーとか洗濯機も無料で使うことが

できますので、そのような設備の提供もして

います。ケアサポーターの育成や、サポータ

ー養成講座を実施しています。ボランティア

さんの育成ということで、ボランティア講座

も年に一回しております。 

あとは足立区内の精神保健福祉の関係の団

体が集まるというような交流が目的ですが、

チャレンジスポーツ、今まではバレーボール

だったのですが、なかなか高齢化もありまし

て、激しいスポーツが皆さん難しくなってき

たので、誰でもできるようなスポーツとか、

そのような大会を実施しています。これが今

申し上げたのが I型事業の方になります。 

もう１つが、指定特定相談支援計画相談とい

うことで、皆さんのサービスの利用計画を立

てて、定期的にモニタリングするというとこ

ろで計画相談をしております。この計画相談

は私がこの４月から関わり始めたところにな

ります。 

特に相談っていうことじゃないけど、誰か

と話してみたいとかっていう、そんな内容が

一番最も多くなっています。でも、そんな内

容でも何度かお話を聞いているうちに、「最

近こんなことがあって」言って、本当に話し

たかったことが出てくることもよくあります

ので、雑談でも一生懸命傾聴するっていうこ

とを大切にしています。その雑談の中から、

本当に必要な支援、必要なものっていうのが

見えてきているかなって思っています。 

最後に、資質向上のところですけれども、計

画相談は私と、それからもう一人とで２人で

やっております。事業所内で話してっていう

ところも意味はあるのですが、資質向上とい

うことを考えると、その計画書とか、モニタ

リング報告書とか。それを他の事業者さんが

書いたものを見せていただく、見るっていう

ことも勉強になるかなということで、共有さ

せてもらえるといいのかなと思います。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございます。 

続きまして大和田委員お願いします。 

 

○大和田委員  

あしなみ会に所属しております大和田と申

します。 

現実を申しますと、私はほとんど相談は受

けていません。会長がほとんどします。家族

会で個人的な話をなさるまであまり聞かれた

くない方もいらっしゃいますので、家族の会

をやるのですけれど、その時にみんなの前で

自分たちの困っていることをなかなか話せな

い。ご近所にも知られたくないっていうのが

ほとんどだと思います。なので、いらしてく

ださる方は、当事者の方の病気が少し落ち着

いてきた頃に出てこられます。 

会社に書いていただいたものを読ませてい

ただきます。 

家族の会は昭和 44年に結成し、障がいのあ

る方が利用できる社会資源がほとんどなく、

在宅されていることから、昭和 54年 12月か

ら共同作業所を設立し、運営にあたった。活

動としては、電話面接による家族による家族

相談で、月一回の定例会、精神疾患の理解、

対応についての講演会、家族懇談会、あとは

会報、ホームページによる広報活動、施設の

見学、以上です。 

それにあたって大切にしていることは、相

談してくださったことに関して、お話を聞く。

心をねぎらう、理解をして共感する。困って

いることを理解したら、同意が得られるよう

であれば専門職に繋ぐ。 

あとは３番目ですが、時間をかけて対応す

る体制を整える。病気を深く理解するという

ことと、信頼安心できると思ってもらえるよ
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うに、尊厳を持って向き合う。傾聴に力を注

ぐ、以上です。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございます。貴重な意見で、私

たちは支援者でありますが、最初の窓口が必

ずしも専門的な窓口というわけではなくて、

やはり身近にいらっしゃるご家族様ですとか、

当事者さん同士の付き合いの中からご相談と

いうのが始まっていくのかなっていうのを感

じました。 

○相原委員  

あしたば相談センターの相原と申します。

よろしくお願いいたします。 

私どものところですね、2010年に事業を立

ち上げまして、NPO 法人に携わるということ

で、私は以前勤務していたところの家族自身

の他の家族が応援していただいて、そこが基

盤にあるのです。まず、2010年に精神科訪問

看護ステーションというのを設立しまして。

ご家族の方たちのご希望で訪問に行く、おう

ちから出られない方がたくさんいらっしゃっ

たので、「おうちに来てくれる何かそういう

サービスがあったらなあ」っていうご希望が

すごく多かったんです。 

訪問看護ステーションを立ち上げまして、

その当時、この相談支援事業というのは始ま

ろうとしていたところだったのですけれども、

相談支援事業だけではちょっと経営が成り立

たないなんてことで、まずは基盤を作るって

ことで、ステーションを 2010年に立ち上げま

して、2011年から相談支援事業を始めました。

私もその時から相談支援専門員をやっていま

すので、もう 10年以上になるんですかね、経

験しています。 

うちは今、相談員は４人います。精神の方

を主なご利用者様とさせていただいているの

で、全員精神保健福祉士ということで、医療

機関とかに勤務した経験がある相談員になり

ます。訪問看護のほうは今、看護師が５名で

すかね。精神科に勤務していた看護師で、精

神科にかかられている方を対象とした訪問看

護をさせていただきます。 

私も、その他にも地域移行と言いまして、

入院が長くなってしまわれた方を、支援する

のを応援するっていうことだったり、あと自

立生活援助って言いまして、グループホーム

だったり、あるいはご家族から一人暮らしを

始めた方が、いろんなサービスに繋がったり、

生活していけるように応援するという、そう

いう事業も行っています。主に足立区内とい

うことでやっております。 

相談を受けるにあたって大切にしているこ

とは、皆さんがおっしゃってくださったよう

に、やはりご本人のご希望だったりとか、お

気持ちっていうのを大切にする。それをうま

く引き出すというところが簡単なようで、本

当にこれはもう私も 10 年以上やっていても

全然できていない部分だなあと。周りの方か

らのいろんなご要望をいただいたりとか、ご

家族だったりとかすると、本人の本当の姿が

見えないことだったりとか、自分の価値観を

押し付けてしまうということも本当にやって

しまっている。もっともっとその本人の本当

の気持ちだったりというのをしっかり見てい

くというところを大事にしたいなと思ってい

ます。 

それともう一つは、自分一人で抱え込むっ

てことをしないで、なるべくいろんな方と連

携をとって、福祉だけでなく、医療のことだ

ったり、ご家族の方だったり、近隣の方だっ

たり、いろんな他の専門職の方、弁護士さん

だったり、いろんな方にも力を借りて、いろ

んなところからお話を聞くと、やっぱり自分

が見えてこなかったものが見えてきたので、

そういった方々との連携っていうのをすごく
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大事にしたい。 

相談員の資質向上ということについては、

自分自身の資質向上ってことも考えていかな

きゃいけないなと思います。今の実践してい

ることとしては、相談員が４人いまして、み

んな経験を重ねてきたので、常にお互いに共

有しあって相談しあって、情報共有しあって

いるところを心がけるようにしています。 

でもやっぱり、外部のほかの相談支援専門員

の方との繋がりっていうのも、資質向上のた

めにはすごく必要だなっていうことで、一昨

日も相談支援ネットワークがあって、そこで

いろいろグループワークなんかがあって、い

ろいろお話しする機会がありました。代表と

同じグループでお話させていただいたのです

けれども、情報交換したのですごく役に立っ

たというか、勉強になったなという、そうい

った機会に、なるべく皆さんが来ていただけ

るように、まだまだ、時によっては多い少な

いとかあるので、私も今年からコアチームの

メンバーにも入れて、多くの方が集まって、

本当にそこで学べる場っていうのを作ってい

きたいなと思っています。 

研修だったり、学習ってことがすごく大事で、

研修とか学習の機会っていうのは、東京都さ

んだったりとか、いろんなところで設けてい

ただいている。でもやっぱり、日々の日常的

なその学びの場、同じ相談専門員同士、ある

いは違う職種の方々の、いろいろこう学び会

う機会っていうのがたくさんある、そういう

の、もっとこう何か一つの仕組みとして作っ

ていったらいいのではないかなというふうに

思っています。以上です。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございます。 

 

○芝委員 

あだちの里相談支援センターの芝です。よ

ろしくお願いします。 

私が所属しているところですが、平成 25年

度の 2月に竹の塚相談支援センターという名

前でできたところで、計画相談、障害児相談、

地域移行支援、地域定着支援を持っていると

ころです。そこができたときから、私が計画

相談として関わっているので、11年目ぐらい

になるかと思います。 

平成 31年に、今のあだちの里相談支援セン

ターと名前が変わったのですが、そのタイミ

ングで自立生活援助事業も開始しました。 

事業所の今の人数ですが、私が今主任相談支

援専門員と、現任が２人、初任が４人、あと

今度研修を受ける相談専門員が１人で、実際

今稼働しているのが、この人数になっていま

す。 

主にあだちの里のご利用者さんが中心にな

ってくるので、知的障害者の方が対象者とし

て多くなってきますが、今は、お子様５歳ぐ

らいから、あとは介護保険が必要な 70 代の

方々まで幅広く対応させていただいています。 

活動内容は計画相談が主になります。 

相談を受けるにあたって大切にしているこ

とについては、相談してくるっていう場合は、

きっと何かしらの困りごとがあったりすると

思うので、そこだけにピンポイントというよ

りは、その相談したかった思いとか、背景と

か、されている環境とかを踏まえながら、寄

り添いたいなと思っています。計画相談とし

ては、その困りが具体的にあるとか、何かし

たいっていうのがなくても、もともと本来持

っている本人らしさとか、希望する生活って

いうのはきっとあったりするのだと思うんで

すけれども、そういったことにご本人が気が

付いて近づいていくような、そういった介入

をしていきたいなと思っています。 

あとは、私もさっき 11年目って言っていた
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のですが、経験が長くなってきたり、ご本人

との関係も長い方と、同じだけ 11年ぐらい重

ねていると、感情が強いというか、なんか「も

っとこうしたらいいんじゃないですか」みた

いな自分の意見も強くなってきたり、また、

「これもこれで失敗したじゃないか」みたい

な、そういうパターンが見えてしまったりと

いうところもあるので、あとは、すごく心配

を先に買ってしまったりというのが、あくま

でも伴走者であるということの理解と、あと

これはご本人の人生、ご本人自身の生活のこ

とであるということを、常に心がけるように、

忘れないようにというのが大切にしています。 

相談者の資質向上に向けて必要だということ

については、やっぱり段階があるなぁという

ので、初任、現任、あとは経験に関わらず、

一年目とか二年目とか、それぞれ段階に応じ

た支援というのは、研修体制も含めて必要か

なと思います。合わせて、それでもやっぱり

相談支援専門員の役割は必ずあるので、その

意識をちゃんと続けていく。そこでの研修と

いうか、仕組み作りも必要かなと思っていま

す。 

あとは、ネットワークを広げていくってい

うことが大事だと思うのですけど、その広げ

る必要性というところにまた気づけてない方

いると思うので、そういった働きかけが必要

であったりとか、最近、私、現任研修のファ

シリテーターで行ってきたんですけど、やっ

ぱり研修の時って、自分の支援を振り返った

りとか、何が足りないかとか気づきに繋がっ

たりっていうのがあるので、どうしても個別

支援では固定化とか視野狭くなってしまうこ

とがあるので、そういったことが広げられた

りとか、新たな気づきが上がるようなタイミ

ングっていうのが、現任の５年に一回じゃ全

然足りないと思うので、そういったものが必

要なのかな。 

 

○石井委員 

民生委員の石井と申します。 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された

特別職ですね。任期 3年で 77歳が定年です。

私は 14年ぐらい経験をしております。 

足立区で 500名ぐらい、一人当たりですね、

700世帯、だいたい 1200人ぐらい、地域の方

の担当となっております。エリアが決まって

おります。そういう地域の方からいろんな問

題の相談を受けたり、情報提供がありますの

で、それを的確に繋げるというのが私たちの

役割です。 

この場を借りまして、山本所長もいらっし

ゃいますが、今回組織改正がありまして。私

から見ても、非常に障がい者の方の相談を受

けたときに分かりやすくなった。支援をする

ところと援護するところが、特に援護すると

ころが、保健所の組織単位と同じような地域

に分かれている。非常に分かりやすく、一年

前は本当に苦労して、文句言いたいことがあ

ったのですけど、非常に分かりやすくなりま

した。 

それから重層的相談窓口ができたので、こ

れも地域で非常に相談しやすく、これはよく

やってくれたなと思っております。 

私が注意していることですけども、初回の

ご家族の方、相談を受けた高齢者でも障がい

のある方でも、一つの家庭として対応してお

ります。必ず自分で確認して、ただ単なる情

報提供をそのまま流すんじゃなくて、包括的

に確認をしております。 

その中で、ご本人の意向とご家族の意向が

必ずしも合ってないケースがあります。特に

ご家族の方とご本人の意向、違っているケー

スがあるので、これは勘違いしてはいけない。 

私の民生委員としては、障がいがある方の

相談っていうのが圧倒的に少なくて、約５%位
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かなと思っています。 

地域と摩擦が起きるのは、ごみの問題とか、

声の問題とか、騒音の問題とか、そういうそ

のマナーっていうかね、そういうような問題

で過去、トラブルになっています。 

その今抱えている問題で困った問題は、保

健所の方、今日保健所の方いらっしゃるので、

あえてお話するのですが。精神障がいという

ちょっと言葉が悪いかもしれませんが、精神

障がいをお持ちの方が地域で暮らしていく。

今、国の方針もそうなっていますが、なるべ

く施設にという昔のようにはせず、今は地域

で生活させようっていうほうに移行している

と思うのですけど、その中でやっぱりそうい

うトラブルが起きます。現実に私の持ってい

るエリアでもゴミの問題で起きております。 

そういう問題を保健所に持って行っても、

それはあまり相手にしてくれないし、依頼を

受けてもいやだめだ。私もネコに餌やり問題

で保健所に行ったことあるのですけど、やっ

ぱりなんか、という問題を抱えております。 

個人情報の問題があるのですけど、その障

がいをお持ちの方が地域で暮らしているのに、

文書で書けないような色んな、さっき言った

ようなその問題とか、また器物損壊の話とか、

集合住宅のエレベーターで遊んでいる話とか

ね。そういう細かい問題が多々あるので、そ

ういうところをどうフォローしていくのかと

いうのが、地域に受け入れていく、どこの問

題というふうに思っております。以上です。 

 

○青木委員 

うめだ・あけぼの学園の青木でございます。 

私が業務として色々なご相談を始めたのはい

つかなと、ちょっと思い起こしてみました。 

私自身は 1998年にうめだ・あけぼの学園に就

職をいたしまして、その時点では心理士とし

て、個別領域とか集団領域にいらっしゃるお

子さんやご家族の相談、あるいは支援を始め

たので、だいぶ長く、支援に携わっているな

と改めて思いました。 

うめだ・あけぼの学園での支援を継続する

中で、2012年に相談支援事業所を立ち上げま

しょうということになりまして。うめだ・あ

けぼの子ども相談支援センターに移動し、そ

の中で相談支援専門員になり、主任相談支援

専門員となって、今年の３月ですね。そして、

この４月からはうめだ・あけぼの学園は地域

拠点型の児童発達支援センターになりました

ので、それに伴ってコーディネーターという、

また少し違う役割ですが、コーディネーター

として色々な方とのつながりを業務にする形

にしています。 

うめだ・あけぼの学園自体は、支援が必要

なお子さん、あるいはそのご家族を支援する

ために、1977年、ドイツ人のシンブルによっ

て設立されました。４月からは地域拠点型児

童発達支援センターになったので、お子さん

の発達支援や家族支援。相談ということで言

うと、そのご本人やご家族だけでなく、いろ

いろなその事業者さんの相談なども携わらせ

ていただいています。 

あるいは、相談支援センターもうめだ・あ

けぼの学園も生まれる前からの支援をしまし

ょうということにしておりますので。地域の、

発達支援における入り口としての相談機能と

いうことで携わらせていただいています。 

二番目、私が大切にしていることも、ほぼほ

ぼ今までのところで出ているかなと思います

が、いくつかちょっと挙げさせていただきま

す。 

まず、アセスメントをするということを大

事にしています。家族がニーズとして思って

いることは何なのか。お話していることが本

当の困りごとなのか、本当のニーズなのか。

今お話していることが、例えばお母様自身の
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ニーズなのか、自分なのか、あるいはご家族

としてニーズがあったりするのか。あるいは

例えば義母さんとか、あるいは実母とか実家

の方が悩んでいたり、心配していることなの

か。当の本人のお子さんはどんな希望や願い

を持っているか、あるいは何に困っているか

なんてことを想像しながらお話を聞くように

しています。 

そして、伺った内容が、果たしてそれは自

分があるいは私たちが対応できる内容なのか、

対応して良い内容なのか、あるいはより専門

的な他機関にリファーすることが必要なのか

ということも合わせて、アセスメントを行い

ます。 

緊急性の判断も合わせてするようにしてい

ます。お母さん、お父さんニコニコゆったり

考えた感じで話されていらっしゃるけれど、

実はそこに深刻なことが起きてるいるのでは

ないかなとか、そういったことも含めて、話

を伺ったりしています。 

次に、自分自身の態度とか姿勢ですね。相

談したいと思ったことが、言葉にしやすい場

作りができているかなであるとか、あるいは、

「話を聞いてもらえた」というふうに思って

いることができるような受け止め方とか、カ

ウンセリングマインドというふうに言えるか

もしれませんが、そういったことを大事にし

ています。 

あと、お話を聞く設定とか状況とか、そう

いった枠組みがきちんとできているかな。実

は立ち話で、初めていや実は凄く大事なこと

がなんだかお話の中に含まれてきたな。この

話を聞くのはこの場所が良かったんだろうか、

みたいなね、そんなことも経験しました。ど

んな場所で聞いたり、どんな時間帯かなって

いうことも気にしながら、話を伺っています。 

心理職の大先輩から聞いた話なのですが、「話

をする」っていうのは、自分の元から手放す

ということです。なので、話していただいて

気持ちが楽になるといいなとか、お話をしな

がらご自身が課題とか心配が整理できるとい

いなと。あるいはお話をいただきながら、ご

自身で課題解決の方法が見つかったり、ご自

身について気づききっかけができるといいな

とか、安心して次のステップに踏み出せるよ

うな、そんな話自体になったらいいなという

ふうに思っています。 

三番目、相談員の資質向上に向けて必要だ

と思うこと。相原委員でしたかね、「抱え込

まないこと大事です」というお話出てきてい

ましたが、事業所内の風通しも地域のネット

ワークもすごく大事なことかなというふうに

思います。 

研修については、確かにいろんな研修があ

りますが、例えば職場で安心して研修に送り

出せるような人事のローテーションを含める

かとか。あるいは、きちんとその研修会に参

加するのに、費用の面でも不安がないかとか、

そういったことを含めて、その研修に参加で

きるような体制も必要です。 

あと、自己研鑽ももちろんその研修に出さ

せてもらうだけではなくて。自分自身の人生

の彩りが豊かになるような、ライフワークバ

ランスを大事にできることは資質向上につな

がるかなというふうに思います。以上。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございました。青木さんの相談

支援専門員の中で、主任相談支援専門員を青

木さんがされていると思うんですけれども、

その主任相談支援専門員のことについて、少

しご説明いただければ。 

 

○青木委員 

うめだ・あけぼの子ども相談支援センター

には、今２名の相談支援専門員がいるんです
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ね。その２名は現任まで取得しています。一

人は医療的ケアコーディネーターも担ってい

ます。 

主任相談支援専門員というのは、地域の現

任さんとか、主任さんの育成に携わる、ある

いは一緒に育てていこうね、成長していこう

ねっていうことが目指せる役割かなというふ

うに思います。 

具体的に何をしているかというと、直近で

も芝委員は現任研修のファシリテーターに行

ってきました。現任研修ちょうど今、進んで

きたところですが、現任研修の中には地域で

実習をするという必要があります。その中で、

実習研修を受ける方が事例をもとに、自分に

対する振り返り、自身の振り返りを行う。自

己点検をするような時間がありますが、そこ

に携わらせていただいて、ご本人が気づきを

得る機会があったりとか、相談支援専門員と

しての資質向上に向けた取り組みがきちんと

できているかを一緒に考えるような、そんな

役割を持っています。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございます。 

 

○青木委員 

ちなみに、芝委員も中村委員も私と一緒に

その SV にオブザーバとして参加していただ

いているので、何か知りたいことがあったら

聞いていただけるといいかもしれません。ど

うもありがとうございます。 

 

○草野委員 

とまりぎの草野と申します。 

私の以前の所属している事業所は、社会福

祉法人ソーシャルデベロップメントジャパン

というのですが、母体が重症心身障害児、身

体的にも障がいをお持ちのお子さんたちの通

所事業を立ち上げまして。その事業所ができ

てから、平成 27年から相談支援を始めていま

す。所属したのは、始めて少ししてからだっ

たので、経験年数は８年目になります。 

主任相談支援専門員の資格も、昨年に資格

を取らせていただいて、自分も行政の職員の

方や、地域の方々と、話し合いの場に参画す

ることで、もっと地域のことをよく知って仕

事がしたいなと思ったので、こういう会議で

も、参加させて学ばせていただいています。 

対象となっているお子様たちが、やはり小さ

い時、遺伝子疾患だったり、病院さんで手術

をして、仮死状態で生まれてきたりとか、障

がいが重い状態で生まれてくるお子様たちな

ので、すごく医療面でのサポートが重かった

り、親御さんたちの気持ちの面でも、ずっと

その成長とともに付き合っていくものにはな

るのですけれども、そういった難しい問題が

やはり通所している職員にいる間にたくさん

生じてきたので、一緒に相談できるような存

在が必要だというところであの事業所で職員

になっています。 

最初は立ち上げ当初からの代表が勤めてい

たのですけれども、今は私一人だけの一人事

業所になっています。主に通所に通われてい

る方で、未就学のお子さんと、学齢の放課後

等デイサービスの事業も経営しているのです

けれども、そちらのご利用者様と、あとヘル

パー派遣、移動支援もしているので、そうい

った障害の重いお子さんというところを対象

にしたスペースとして、計画相談、指定特定

相談支援事業の方をさせていただいています。

なので、対象は一応０歳から 18歳までとさせ

ていただいています。 

大切にしていることなのですけれども、そ

の気持ちが、ご家族もご本人もなんですけれ

ども、いろんな経過をたどって成長していく

っていうところになるので。すごく寄り添い
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ながら、一番こう自分がフラットな状態で、

ありのままの状態っていうのを相談者の方か

ら受け取れるような状態でいれるっていうこ

とを大事にしています。 

ご家族丸ごとを支援しているのですけれど

も、お子さんがやはり重荷となってメインに

なるので、お子さんの障害が重いと、発語が

なかなか難しかったり、ご家族であっても「な

んて話している」とか、「どんな気持ちでい

るか」っていうのはなかなか難しく感じられ

ていたりする状況の中で、関係者の方から、

ご本人の気持ちでこういうことかなとか、一

つ一つ答え合わせをしながら、お子さんの支

援にわかるまでこう立って考えるっていうこ

とが一番大事にしています。 

また、教育のことだったり、医療とかリハ

ビリだったり、お子様を育てていく上で、か

なりたくさんの方と一緒にお話をする機会が

多いので、その方々から本当に教えていただ

くっていうことを大事にして、自分を他の人

に、ご家族のことを伝えていくっていうこと

で、情報共有することを大事にしています。 

資質向上に向けて必要だと思うことなのです

けれども、情報共有の機会を他職種だったり、

地域の方々ともつことが必要かなというとこ

ろと。 

最近でも、学校さんの特別支援学校に行っ

ているお子さん多いんですけれども、なかな

か学校っていうのは密室でと聞いているんで

すが、学校さんのルールがあったりとか、外

からだと分からないことでも、中に通ってら

っしゃるお子さんの親御さんだったらわかる

こともあったりして、その声をちょっと他の

利用者様にちょっとお伝えしたりとか、橋渡

し的なことをしてみるのですけれども、そう

いった教えていただいたことを、ほかの方に

繋げていって。生み出していけるようにして

いけたらいいかなと思っています。 

また、研修の機会にも、先ほどの相談支援ネ

ットワークでも企画しておりますけれども、

質向上のために、そういった機会ができると

いいのかなと思っています。以上です。 

 

○小杉部会長  

成仁病院の小杉です。私も時間いただきま

して、少しお話させていただきます。 

成仁病院は、精神科の単科病院になりまし

て。平成 19年に病院は開設しています。 

私はもともと看護師、保健師がもともとの経

歴で、長らくやってきておりまして。成仁病

院の立ち上げから携わらせていただいてきま

した。法人自体は平成６年から始まって、病

院ができる前は、精神科の在宅医療を専門に

やっている医療機関で、私もそこの中で精神

科の経験や、訪問看護、訪問診療などの経験

を積ませていただいたというのがバックボー

ンとしてあります。 

成仁病院の中にあります成仁相談支援事業

所という計画相談の事業所がありまして、こ

ちらは平成 27年に開設だったと思います。私

もそこで開設の時から携わりましたので、そ

の位の経験でやらせていただいております。 

計画相談の事業所自体は、相談支援専門員

が今、５名おりまして、相談支援専門員では

ないのですけれども、相談支援専門員をサポ

ートする相談支援という形で２名の職員がい

ますので、事業所としては７名体制でやらせ

ていただいております。 

また、役職としては、地域連携室室長みた

いなお名前をいただいておりまして、在宅部

門の統括管理もさせていただいております。

具体的に言いますと、児童発達支援を行って

おります心の発達支援室という事業所、放課

後等デイサービス、就労支援事業所、あと医

療部門で言えば外来部門ですね。訪問診療、

訪問看護などの管理の方をさせていただいて
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おります。 

成仁病院というと、急性期の病院をイメー

ジするかもしれないのですけれども、在宅医

療をベースにしておりますので、地域支援の

方が充実しています。急性期の方々も、お引

き受けさせていただいて、そういうバックボ

ーンができるようになるのかなと思います。 

地域支援をしていますと、障がいがある方

は本当に地域で孤立していることも本当に少

なくないので、福祉まるごと相談課ができま

して、非常に相談窓口が分かりやすくなった

というところもあるのですけれども、やはり

まだまだどこに相談したらいいかわからない

とか、「こんなことで相談していいのかな」

とか、「人に頼りたくないな」というふうに

思ってらっしゃる方も、かなりたくさんいら

っしゃいますので、相談すること自体に抵抗

がある方とかはたくさんいらっしゃるのかな

というのが実感しております。 

本当に一人で悩まれている方がたくさんい

らっしゃいますので、相談があれば受けるっ

ていうのは当然ながらなんですが、必要があ

ればこちら側からしっかり手を差し伸べられ

るような相談支援というのが提供できるよう

にということを、日頃心がけて支援していま

す。 

相談を受けるにあたりまして、大切にして

いることというところでは、私が本当に大切

にしたいなと思っているのは、もともとやは

り職種っていうところもありまして、病気の

コントロールをするっていうところを主眼に

置いてきたので、病気があることによって、

ご本人の希望が叶わないことっていうのがた

くさんあるんですよね。我々から見ると、ど

うしても「それちょっと難しいよね」「そう

いうルールがあるから仕方ないよね」みたい

な話をどうしてもしてしまいがちなのですけ

れども。やっぱり相談支援専門員になった時

はそうじゃないっていうのをすごい強く意識

しています。やっぱりこう希望を諦めないっ

ていうのですかね。私たち自身が「それ難し

いよね、仕方ないよね」って諦めちゃったら、

もうそこでおしまいになってしまいますので。

そうじゃなくて、なんとかこう手立てはない

のかなっていうのをこう一緒に考えるのが、

相談支援専門員の責任なんじゃないかなって

いうのをすごく意識して、私としては仕事を

しています。 

相談者の資質向上に向けての部分ですけれ

ども、皆さんからもいろいろ話いただいてお

りますけれども、相談の場面で、割と一対一

でお話することが少なくない。自分自身も対

応が本当にこれでよかったのかなとか、自問

自答する場面も結構ありまして。相談支援専

門員の研修の中でもあるんですけれども、や

っぱり自分自身を客観的に見る視点というの

が持っているかどうかっていうところがすご

く大事。そのためにどうするのかっていうと、

やはりネットワークとかいろいろ話しますけ

れども、周りの方の意見を聞く場面を、日常

的に持てるかどうかっていうのはすごく大事

かなというふうに思います。 

支援が適切に行われているかどうか視覚化

するとかですね、そういったものが非常に大

事になっています。権利擁護的な観点から言

っても、誰かからこう振り返りを受けるって

いうものが日常的にシステムの中あれば、面

談の時って、思わぬところでお互いを傷つけ

あったりしてしまうこととかもあるかと思う

んですけど、不適切な対応、そういったもの

を抑止するためにも、やはりこう振り返りを

する場面をしっかり、日常的に設けるという

ことが必要なんじゃないかなというふうに私

は考えています。 

 

○山本所長 
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皆様、色々ありがとうございます。障がい

福祉センターあしすと所長の山本でございま

す。 

このあしすと自体は、相談部門いくつかセ

クションがありまして、日常のさまざまなお

困りごとをうけもっております中沢事務局員

のところとか、就職に向けた支援、定着支援

も含めてのそういう相談とか、小学校就学前

の発達障害のお子さんの相談とか、そういっ

た部門ごとにやっておりまして、全部で職員

は 40から 50人ぐらいいると思います。そこ

とは別で、あとは訓練リハビリとかが 70人ぐ

らいいるかなと思います。 

私自身は、足立区役所の職員生活長いので

すけども、ここの所長はまだ２年目、一年半

ぐらいというところです。そういった点で、

私自身が相談を対応しておりませんが、大切

にしているっていうことは、やはり目標は率

直に言うとお困りごとの解決ですから、それ

に向けたさまざまな寄り添いをしていくわけ

ですけれども、先ほどお話がありました通り、

ご本人と家族の方、もしくは関係者の方の意

見や考えが違うっていうところは、やはりご

本人の気持ち、ご本人自身が自己理解がなか

なか難しいというところもありますので、一

回で終わりっていうことではなく、何度でも

お話を聞いて、実際の気持ちを探っていくと

いうところが必要かと思います。 

ご本人にも保護者の方にも、「こういうこ

とできているのだけど」と言うんですが、実

際「いやいや、こういうことがいいですよ」

ということになれば、しっかり根拠も含めて

フィードバックして、限りなく納得いただく

っていうことで、ことを進めていくのがいい

かなと思います。 

資質の向上なのですけれども、あしすとは

やはり区役所の一部ですので、人事異動が伴

います。生活保護の福祉事務所とか、子ども

の関連施設とか、そういったところに異動も

しますし、またそちらから転入してくる職員

もいる。なので、やはりスキルを身につけな

きゃいけませんので、研修もそうなのですが、

お仕事しながら最新の情報、ITもそうですし、

こういう補足があるとか、そういった最新の

情報もキャッチしながら相談に変えていく。 

また、ベースとなるのはやはり人権意識だと

思いますので、人権に特化した研修なども受

けながら、一定の寄り添った支援がしていけ

るようにやっていかなきゃいけないなという

ことでは、毎年、いろいろスキル向上が必要

だと思っております。以上でございます。 

 

○大北委員 

福祉まるごと相談課長の大北と申します。

私も正直、事務職なので、決して福祉職とい

うわけじゃなくて、皆さんのように資格を持

ってない、相談の最前線に立てるわけではな

いのですけれども、うちの相談員たちが受け

る相談の決裁含めて見ている立場で、「初め

て相談に行きました」っていう新規の相談が、

前回報告させていただいたように今 100件、

120 件を超えているという中で、月 100 件ほ

ど、みんながやった記録を見ているわけです。 

その時に、皆さんにとってもしかしたら当

たり前のことだと思うのですけれども、文書

じゃなかなか漏れもあるので、必ず自分で、

職員が誰で、相談者がこの人、お父さんとお

母さんがこう、横の兄弟がこう、みたいなと

ころを書いたり、それらを必ず照らし合わせ

ながらやっているのと、そこに関するマップ

では、どこに誰の支援が入ってる？みたいな

ところ、そこに必ず書いてもらったり、揃え

てもらえます。緊急性高い人は多分みんなそ

こにフォーカスするのですけど、だいぶ今、

普通に暮らされていると思われている、そこ

には誰かの支援が入っているのか。想像して、
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家庭が丸ごとっていう形で、皆さんの中でそ

ういったところのコツがない。 

私が素人感を出して、「あれ、ここのお母

さんも今大丈夫だろうか？」っていうところ

は、あえて私は素人感を出して職員に聞くよ

うにしています。「そこまでは聞けてません」

だったら、「次接触する時に聞くのが、やっ

ぱり相談者としては必要なのかな」というと

ころで思っています。 

まるごと相談を立ち上げて四ヶ月ですが、

意外とみんな職種バラバラの相談員なのです

けど、難しいなと思っているところで、まる

ごと相談員の資格があるわけではないので、

ハローワークを経験して、そこの相談から来

た職員もいれば、結構みんなバックボーンが

バラバラで、今まるごと相談をやってくれて

るんです。 

強みを活かせる反面、共通のみんなが社会

福祉士を持っているわけでもないので、そこ

をこう全体をこう、みんなで足並みそろえる

っていうのが、結構難しいことだなと。いい

意味で即戦力としてやってくれているんです

けど、強い分野もあれば、やっぱり苦手だっ

たりするところもあるので、そこは周りの確

認含めて、支援ですかね。 

困っている方は必ず複数困りごとがあるっ

ていうぐらいで思っているので、やっぱ「働

きたいです」といった時に、働くサポートの

つなぎをするんですけれど、そもそも今の家

庭、収入だったりとか、そこに見えるように

した時に、やはり少し言いづらくても、「こ

この部分でやっぱりお金を使いすぎているん

じゃないですかね」と、そこに見えるように

してあげたりとか、気づきを与えたりとか。 

相談者は必ず自分の困りごとでついてくる

わけじゃないと思うので、そのあたりを「あ、

じゃあ、こういうことなんですね」なのか、

「いや、これってこういうことでいいんです

か」とか、そのあたりやっぱり確認をキャッ

チボールしながらやっていく必要があるかな

っていうのを日頃決裁しながら大切にしてい

るところです。 

まるごと相談とやっていますが、専門的な

委託としては、就労の準備ですかね、必要な

方には委託しているところにつないで、そも

そも生活を整えないといけない、話すのが苦

手な人、面談が苦手な人とか、そこに繋ぐ就

労の準備をしたり、あと、ひきこもりのとこ

ろも委託がいるので、ひきこもりの専門の事

業所、また、どうしても自殺のハイリスク者

がいるところでは、委託している所。ひきこ

もり、ハイリスクの自殺の方が弁護士相談と

かであったりもするので、そこの見極めとい

うところをしています。できないことは、専

門家の力をしっかり借りる。もちろん受け止

めはまるごとがやる、皆さんに繋がるという

ところでやらせていただいているのが今、大

切にしながらしているところです。 

 

○松田オブザーバ 

福祉部障がい援護課の松田と申します。よ

ろしくお願いします。 

私は援護係の係長になって、今年で３年目

なのですが、今から 10年ぐらい前ですかね、

保護係として４年間、自分の経験もさせても

らったことがあります。ちょうどその頃に相

談支援が始まったのかなという記憶がありま

す。 

援護係なのですけど、区内に地域ごとに分

かれて全部で六係あるんです。そこで行って

いる業務としては、身体障害者手帳、愛の手

帳。それらに伴って、身体障害者とか、知的

障害者の方への支援というところで入らせて

もらっております。 

障害、それに紐づいて、障害福祉サービス

とか障害児の通所支援とか、そういうところ
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のサービスの支給決定を行っておりまして。

そのサービスの中に相談支援事業というのが

ありますので、相談支援というのは、その障

害サービスの一環として、我々が支給決定を

させてもらっています。 

我々、援護係の立場としては、相談支援事

業所の皆さんから、サービスの計画案とか計

画書をいただいて、それに基づいて支給決定

をしていくような形になっています。 

もちろん、相談支援専門員の皆さんが一生

懸命聞いてくださった内容を、計画に落とし

込んでいただいて、それを我々も確認して、

「この人にはこういうサービスが必要なんだ

ね」ということで、受給者証、通所だったり

とか、在宅にいる方の家事とか身体介護、い

ろんなサービスの時間を決定しているのです

けれども、やっぱり、ご本人が求めているも

のと、それが計画にあるのですが、本当にこ

れがその本人の生活にマッチしているのかと

か、本当に必要なものなのか、過不足ないの

かとか、そういうところも確認とかですね、

普段から、私は決裁する立場なのですけど、

本当にこの支給決定が正しいものなのかって

いうのは確認しながら決裁もしております。 

本人に会ったりとか、現場に行くっていうこ

とが大切にしていることの一つです。計画相

談員の方がお会いになって本人の様子伝えて

くださっているのですけど、それだけで我々

の方で把握しきれないなというところは、実

際本人に会いに行ったりとか、現場の事業所

のところにお邪魔して。そういうことをした

上で、支給決定をしているような形です。 

相談者の資質向上の部分なのですけど、我々、

相談支援事業所さんから計画案をいただくだ

けじゃなくて、サービス利用している方って、

まだまだ計画相談使ってなくて、セルフプラ

ンでやっている方がかなりの数でいる。そう

いう方ってもう相談員さん介さずに我々に直

接相談してくるので、我々も相談員としての

立場もあるので、そういう直接ご相談を受け

たときに、適切にご案内ができるような、本

当に障がいのサービスって多種多様で複雑、

そういった知識を職員が身につけることが大

事だなと思っています。 

経験の浅い職員なんかもたくさんいるので、

経験積んでいる職員からいろんな情報を伝え

たりとかして。みんな同じような知識が得ら

れていけばいいのかなと普段から考えていま

す。 

あとはいろんな機関の連携をさせていただい

て。いろんな視点からその人の支援が行えれ

ばいいかなと普段から考えているところです。 

 

○田中オブザーバ 

中央本町地域保健総合支援課の精神保健担

当の田中と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

私のところは、区内には保健センターが五

ヶ所ありまして。そのうちの中央本町の保健

センターに、私たちのいる精神保健係がくっ

ついて、このような名称になっています。 

精神保健係は、精神に関するあらゆるもの、

自立支援医療もそうですし、精神保健もそう

ですし、障害福祉サービスの受給者証もそう

ですし、あと、精神に関する研修とか、会議

とか、そういったものを行っております。 

先ほど石井委員から精神の方のお話がござい

ましたが、まさに今、ちょうど精神障がい者

にも対応した地域包括ケアシステムの構築と

いうところで、ここにいらっしゃる小杉委員

にもご協力いただいて、ワークのチームを作

って、精神障がい者の方が安心して暮らせる

ように、どうしたら良いかというところでや

っています。 

その中で、もちろん私たちはその精神障が

い者の方が安心して暮らせるようにと、それ
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と同時に、やっぱり周囲に暮らしている方で

すね、その方からも不安がないようにするに

はどうしたらいいのだろうって。今の精神障

がいの理解というところも含めて、その精神

障がい者の方を支援するサポート機能のあり

方とか、そのあたりもいつも会議の議題に上

がっているところです。 

保健師は、暴れている人とか、周囲から困

っているって思われている人を入院させる機

関ではないんですけれども、その方のその困

りごとに対して、「じゃあどうしたらその人

のところに受け入れてもらえるか」、医療が

必要だけど、医療に繋がってない人に対して

は、「どうしたらじゃあそこに繋げることが

できるか」というところですね。 

やはり、病院とか、措置入院とかありますけ

れども、ご本人にとっては、その強制入院っ

ていうのはと言われますので、そういう経験

があると、やっぱり病院には行きたくないっ

ていうふうになって、予防線をはってしまう

っていうことがありますので、できるだけそ

の方に、ご自分から医療機関につながるよう

にというアプローチっていうのは、すごく時

間がかかってしまいますけれども、保健師の

方で、そういったところでお手伝いをさせて

いただいているところです。 

もちろんそういうケース、とても難しいです

ので、難しいところは本当に地域の力を借り

たりとか、精神保健福祉センターにも助言い

ただいたりしているところですので、はい、

その辺、ありがとうございます。 

 

○小杉部会長  

皆様、ありがとうございます。今日この場

で皆さんからいただいたお話をまとめるとい

うのは、なかなかちょっとこの場では難しい

と思いますので、時間も少し余裕があります

ので、皆さんの話を聞いた中で、何か聞いて

みたいこととかがもしあるようでしたら、皆

様の方からいかがでしょうか。 

話は逸れてしまうのですけれども、今回の

相談者の質の向上というところをテーマで挙

げさせていただいておりまして、事務局から

補足いただければなと思うこともありまして、

資料の相談者の質の向上のページのところ、

いくつか馴染みのない部分があるのかなと思

いまして、この辺りの説明をしていただけれ

ばと思います。 

足立区障害者ケアマネジメント評価会議と

いうものが一体何なのか、相談支援のモニタ

リング結果の検証というような、少しわかり

づらいのかなと思いまして、もし可能であれ

ば、ご説明いただければと思います。 

○中沢事務局員 

ケアマネジメント評価会議というのが、足

立区の方では平成 10 年ぐらいからモデル事

業で始まって、当時はまだ相談支援の事業が

まだない時代で、いわゆるケアマネジメント

という支援の概念を、障がいのチームの中で

も入れていこうという話です。モデル的に東

京都のいくつかの福祉事務所と、あと障がい

センターの職員が訪問して、モデルケースに

取り組んだみたいな、そういったケアマネジ

メントのモデル事業がありまして、その翌年

ぐらいにあしすとがオープンして、その翌々

年にモデル事業とかのその辺を踏まえて、地

域での相談支援ケアマネジメントの実践につ

いて評価するという会議を立ち上げたという

のが、16 年で 17 年度ぐらいから行っていま

す。 

その当初から、ふれんどりぃさんや、自立支

援センターさんと、いくつか事例を取り上げ

るというのが、ケアマネジメント評価会議と

いう取り組みだったのですけれども、今、地

域の取り組みについての評価というのが、国

の方でご準備されていて、自立支援協議会の
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方に、こういった地域の取り組みについてし

っかり評価せよというのがここ数年、いくつ

かありまして、その中の一つが、日中サービ

ス支援型グループホームについての評価をし

ていきましょうというところでした。 

あともう一つ、今日はあまり話題にならなか

った地域生活支援拠点という取り組みもあり

まして、こちらは親、当時者ともに高齢化の

中で、障がいのある方が地域生活を続けてい

たりするところの対応について、いろんな取

り組みをしましょうという、足立区の方が役

割分担しながら進めているのですが、そちら

の方の取り組みについても検証評価をしてい

ます。 

もう一つが、もともとは相談支援の検証評

価というところも、これは自立支援協議会で

はなくて、相談支援の部分が自治体の方でし

っかり、相談支援がどんなふうに進んでいけ

るのか、モニタリングの結果の検証を、やっ

ていきましょうっていうような指針が記され

ているので、今回、そういった評価検証する

仕組みについて、ケアマネジメント評価会議

の役割として新たに続けましょうということ

で、昨年度から継続して取り組んでいます。 

昨年度は、一回、足立区の基幹相談センタ

ー、相談支援の仕組みのあり方みたいなとこ

ろをご検討いただきまして、その支援、質の

向上についてというところに、指標に基づい

たモニタリング、サービスの評価を、模擬的

に試行的に取り組んでいただいて、その内容

を報告したというのが１回のところです。 

今年度は、その相談支援のテーマで２回、

ケアマネジメント評価会議というところで、

相談支援がこんなふうに進んでいくのか、そ

ういうところが評価の検証っていうところを

していきたいと思いますので、その中身につ

いて、ご支援いただきながら進めていければ

と思っています。 

冒頭、私の方でお話ししました通り、モニ

タリング結果の検証が、検証評価というか、

どうしても通信簿をつけるみたいになってし

まって、せっかく地域の方とその職員が同じ

テーブルに集まって、それだけの会議してし

まったら、ちょっとつまらないなという思い

もありまして、今回、お願いのところにも、

「サポーティブな関係のみとか、良いところ

を発見できる新たな評価の仕組みみたいなと

ころを、ぜひ相談支援の質の向上でテーマの

中から行けるようにするといいな」というと

ころが、事務局の方の思いとしてはあります。 

利用者さんとサポーティブな関わりをする、

相談支援事業所同士もそうだし、相談支援専

門員さんのほうにスーパーバイズする主任さ

んの方でもサポーティブな関わりをする、そ

ういった相談支援と主任さんとかの事業所さ

んに対しても、地域の方もまさにサポーティ

ブな、良好な関係性みたいなところが作って

いけるような仕組みを目指したいと思ってい

ます。 

 

○小杉部会長  

ご説明ありがとうございました。資質向上

の中で、このケアマネジメント評価会議です

とか、モニタリング結果の検証についてとい

うところも、取り組んでいかなきゃいけない

部分の一つだと思います。 

ただ、事務局としては、相談支援専門員の

専門職の質向上の取り組みの一つということ

もありますので、部会とはまた別に、先ほど

も芝委員からもご説明いただきましたけれど

も、コアチームというのがございまして、そ

この中で主任相談支援専門員が集まる場がご

ざいますので。そこの中で検討をして、その

中で何か成果として挙げられることがあれば、

この部会に報告させていただくという形が良

いのかなと思っています。よろしくお願いし
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たいと思います。 

一旦、質疑応答の方に入りたいと思います。

何か皆さんの方からありますか。 

 

○石井委員 

私はこの地域自立支援協議会の会議のメン

バーになっておりまして、筑波大の教授の小

澤先生が議長しております。 

障がいって何だろうっていうことを先生が

言った言葉で、私たち関係があるのですけど、

障害という言葉を、国際基準もできているみ

たいですけれども、障がいっていうことを、

ご家族の方もいらっしゃいますけど、それは

もう生活に色々支障があるのだけど、それは

社会的ケアが、社会的なサポートがそこまで

達してない問題というふうに考えないと、こ

の問題が解決しない。 

携わる方もそうだし、ご家族をお持ちの方、

ご本人の方も、どっちかというと、そのサポ

ートや支援とかなんか助けてあげるっていう

ようなイメージですけど、そうではなくて、

それはサポートの一つ、私たちも日常生活で

も、必ずしも人から助けを受けてなければ生

活できないわけですよね。 

障害がある方を、我々はそういう仕事たくさ

んあるのですけれども、それは援助をしてい

るとか、支援しているという言葉を使います

が、そうではなくて、社会的インフラが、社

会的環境がそこに達してないからだっていう

のは、小澤先生の言葉、著書の中に書いてあ

りました。 

もうこれを考えていかないと、エンドレスの

問題なのですよね。達成点、到達点がないの

ですよ。ここまでできれば、また次はあれが

ある。だからそういう問題に、たまたま職員

の人も私も携わっていますけど、これ携わっ

た限りはこの問題から逃げられない。そうい

う視点で捉えていかなきゃいけないっていう

のは、小澤先生の著書の中の大事なことだと

感じました。もうエンドレスなのですよね、

そうすると。 

ということなので、だから私はなんかいろ

んな言葉を使いましたけど、決してご家族の

方がご苦労されているとか、そうなのですけ

れど、そういう目で見ていけないというふう

に思います。ちょっと余計なことかもしれま

せんが、すみません、お時間ありがとうござ

います。 

 

○小杉部会長  

ありがとうございます。その他、皆さんか

ら、大丈夫ですか。 

話を事務局の方に返したいと思います。 

 

○中沢事務局員 

ありがとうございました。本日、皆さんか

らさまざまな言葉をいただいたと思います。 

ここで皆さんが話されたところは共感でき

る部分もたくさんあると思います。その共感

できたところがもっと広がればいいわけです

が、ここに全員集めることができないから、

それをどうやって共感できるようなやり方が

できるかっていうのを、考えていかなきゃい

けないのかなと思います。 

考えていくキーワードをたくさんいただいた

と思っています。 

本当に皆さんが当たり前にしていることっ

て、実は当たり前過ぎてさらっと言ってしま

うけれども、それができていることはとても

すごいことではないかと思っています。 

それの具体的な方法として、客観的に見る

とか、振り返りをするとか、そういったキー

ワードもたくさんいただいたような気がしま

すので、一回こう言った言葉と実際の場面を

整理させていただく機会を、主任相談員さん

だったり、中心となる方たちの力も借りなが
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ら、その今いただいた言葉をもう少し整理し

て、質の向上につながるキーワードに結びつ

けるようにすすめてまいります。まずは素材

をあつめる機会をいただいて、それがまた、

もう少し具体的になったところで、第３回の

相談支援部会という形で実施して、さらに皆

さんからご意見をいただいて、２月を目途に

できるような形にできればと考えております。 

前回の予定のところで出させていただいた

のですが、２回目に結構短い期間があって、

３回目が年明け以降の予定になっていたかと

思うのですけれども、少しそこを考えたり、

整理する時間を少しいただいた上で、今日の

意見を素材にした形で、もう少し磨けたもの

を出していくようなことで、また第３回目と

いう形でご意見をいただきたいというふうに

考えております。 

引き続き、皆さんから力を借りながら、ぜ

ひ資質向上、皆さんの力をたくさんのところ

に広げるようなところも含めた形で検討させ

ていただきたいと思っています。 

また後日、具体的に日程が決まりましたら

ご案内させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

そうしましたら、皆様、本当に忙しい時間

の中、さまざまなご意見をいただきありがと

うございました。いただいた意見も大切にし

ながら、日々また一緒に進めさせていただけ

ればと思っておりますので、第２回目の相談

支援部会、終了させていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 


